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環境大気常時監視技術者登録の手引き 
（平成２２年度試験合格者） 

平成 22 年 8 月 13 日 
１．資格の登録 

環境大気常時監視技術者の試験に合格した者が環境大気常時監視技術者となるには、環境大気 
 常時監視技術者試験委員会事務局（以下 JETA）が管理する登録台帳に、次の事項について登録 
を受ける必要があります。 
なお、(5)は選択事項で、登録を希望する者のみの届け出となります。 

 (1)  氏名、生年月日及び住所 
   (2) 資格の種類 

(3)  認定証書番号及び交付年月日 
 (4)  登録番号及び登録年月日 
  (5)  環境大気常時監視技術関連業務に従事する者は、その勤務する事業所の名称 

①名称は、原則として会社等の本社の名称（官公庁の場合は機関名））とします。 
②登録した後に勤務する事業所等が変更となった場合は、「登録事項の変更の届出等」が必

要となります。 
 
２．登録の手続き 

(1)  環境大気常時監視技術者の登録は、環境大気常時監視技術者登録申請書（以下「登録申請

書」）に必要事項を記入・捺印し、認定証書の写しを添えて、JETA に提出して下さい。 
(2) 平成 22 年度の登録申請の申込み期間、基準登録日、認定登録証の交付は次の通りです。 

この申込期間経過後であっても登録申請は随時受け付けします。 
技術者の区分 登録申請の申込期間 基準登録日 認定登録証の交付 

初級技術者、専門

技術者及び主任

技術者とも 

平成 22 年 11 月 1 日から 
同年 12 月 22 日まで 
 

平成 23 年 1 月 1 日 
 

平成 23 年 1 月中旬

 

 (3)  資格種類による登録 
①初級技術者試験と専門技術者試験の両方を受験し専門技術者試験に合格した者は、専門技

術者のみの登録申請を行って下さい。（登録台帳には２種の技術資格を登録します。） 
②専門技術者試験合格者で、本年 11 月実施予定の主任技術者試験を受験する者は、主任技術

者試験の合否結果に基づき主任技術者又は専門技術者の登録申請を行って下さい。 
（主任試験の合格者については、登録台帳には３種の技術資格を登録します。） 

 【注】平成 21 年度試験合格に基づく当該資格の基準登録日は、平成 22 年 1 月 1 日となります。 
 
３．登録の有効期間  
  環境大気常時監視技術者の登録の有効期間は、認定証書交付年の該当基準登録日から５年間で

す。 
 
４．登録事項の変更の届出等 

    環境大気常時監視技術者の登録事項に変更が生じたときは、環境大気常時監視技術者登録事項

変更届出書（登録申請書様式兼用）に認定登録証（原本とする。以下同じ）及び関係書類等を添

えて、JETA に届け出て下さい。 
 

５．登録書の再交付の申請等 
  (1)  環境大気常時監視技術者の登録を受けている者が、認定登録証を汚染し、又は失ったとき

は、遅滞なく環境大気常時監視技術者登録証再交付申請書（登録申請書様式兼用）にその理

由等を記載し、汚損した場合にあってはその認定登録証を添えて JETA に提出して下さい。      

  (2)  前項の再交付申請者は、申請を行った後失った認定登録証を発見したときは、遅滞なくこ 
   れを JETA に返納して下さい。 
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６．登録の更新 
  環境大気常時監視技術者の登録を受けている者が、その有効期限満了後も継続して資格を保有

するためには、次により当該資格の登録の更新を受けて下さい。 
  なお、更新手続きの詳細は別途定め登録者に通知しますが、概ね次の通りです。 
  (1)  登録の更新は、直近５年間の実務実績、又は業務上の技術的事項に関する論文（レポート）

を提出し、審査を受けるものとする。  
(2)  登録の更新を受けるときは、その有効期限が満了する前の別途定める日までに、環境大気

常時監視技術者登録更新申請書に必要事項を記入・捺印し、登録証及び関係書類等を添えて、

JETA に提出するものとする。 
 
７．登録料等（消費税５%込） 

(1)登録料           ３,０００円 (4) 登録証再交付手数料  ２,０００円 
(2)認定登録更新料 ５,０００円（審査料含む。） (5) 各種証明書発行手数料 １,０００円 
(3) 登録証書換手数料      ２,０００円 － 

 
８．登録料等の振込方法 
  次の銀行口座に振り込み下さい。 
  ・振込口座 みずほ銀行 神谷町支店 普通 NO．１３８９３９６ 
  ・口 座 名  社団法人 日本環境技術協会 
  ※振込手数料は、各自ご負担下さい。 
  ※登録料払込済票をコピーし申請書の所定の位置に貼付けて下さい。 
  ※登録申請書等の様式は、JETA のホームページよりダウンロードし所要事項を書込み印刷し

て下さい。 
  ※提出は、関係書類ごとに申請者が作成し、間違いのないことを確認のうえ、A4 サイズ封筒

に入れ、前項(1)から(4)については「特定記録郵便」又は「簡易書留郵便」で、(5)について

は普通郵便で送付して下さい。 
 
９．登録申請書・変更届出書・再交付申請書送付先  

社団法人 日本環境技術協会 「環境大気常時監視技術者試験事務局」  

〒１０５－０００１ 東京都港区虎ノ門５－１１－１５  虎ノ門ＫＴビルディング６階  

電話 ０３－３４３１－５４６２ 
 
10．認定登録証の様式例（初級：緑、専門：青、主任：紫） 

環境 太郎

株式会社日本環境技術

昭和５４年７月２５日生

 

 

寸法 ： 縦 54 mm 横 85 mm 

２ 
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登 録 の 流 れ 
 
 
初級技術者試験 → 不合格  来年度以降試験に臨む 
      ↓ 
     合格→合格認定番号の付与 
      ↓ 

初級技術者登録申請  
               
            初級のみ登録しておく 
 
専門技術者試験 → 不合格 → 来年度以降試験に臨む (初級技術者試験合格より５年以内)        

      ↓ 
     合格→合格認定番号の付与 
      ↓ 
     専門技術者登録申請  

＊専門技術者登録申請には、初級技術者登録は必要ない 
 
            専門のみ登録しておく 
 
主任技術者試験 → 不合格 → 来年度以降試験に臨む (専門技術者試験合格より５年以内) 
      ↓ 
     合格→合格認定番号の付与 
      ↓ 
     主任技術者登録申請  

＊ 主任技術者登録申請には、初級技術者登録・専門技術者登

録は必要ない 
 


